
労 第 ６０４ 号 

 

令和８年度高年齢者活躍支援事業業務委託に関する参加表明及び 

企画提案を求める公告 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方法

により契約を締結するため、次のとおり企画提案を募集する。 

 

 令和８年２月２７日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太       

 

１ 企画提案に付する事項 

 (1) 委託業務名 

令和８年度高年齢者活躍支援事業 

 (2) 委託業務内容 

   別添業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

 (3) 委託期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日 

 (4) 委託金額 

 金４，９９９，９９３円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 企画提案に参加できる者の資格 

  次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 過去５年度（令和３年度～令和７年度）以内に、高年齢者の就業支援業務や高年齢

者の働きやすい職場環境づくりに関する企業への支援業務について、国、県又は地方

公共団体との契約実績を有し、誠実かつ確実に契約を履行した実績があること。 

(2) 岡山県内に本店、支店又は主たる事務所を有する法人であること。 

(3) 当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、経理事務を確実に処理で

きる体制が整備されていること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

でないこと。 

(5) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）に登載されている者であること。 

(6) 入札参加資格者名簿の業務種目「大分類５ 企画・製作（情報・通信サービスを除く）」

中の「小分類６ イベント企画・運営」及び「大分類９ その他 (情報・通信サービス

を除く)」中の｢小分類４ 研修業務」に登録し、それぞれの格付区分が「Ａ」である業

者であること。 

(7) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第３

３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

(8) 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこ

と。 

(9) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に規定する指名除外を受けている者でな



いこと。 

(10) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。 

 

３ 委託契約に関する事務を担当する課の名称等 

  岡山県産業労働部労働雇用政策課 

  住 所 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

  電 話 ０８６－２２６－７３８６ 

  E-mail natsue_morita@pref.okayama.lg.jp 

 

４ 契約条項を示す場所 

  上記３の場所とする。 

 

５ 企画提案参加手続等 

(1) 仕様書等の配布期間及び場所 

ア 配布期間 

    本告示の日から令和８年３月１０日（火）まで（閉庁日を除く。）の午前９時か     

ら午後５時まで 

イ 配布場所 

    上記３の場所に同じ。 

    なお、岡山県産業労働部労働雇用政策課のホームページ 

    https://www.pref.okayama.jp/soshiki/47/ 

    からダウンロードすることもできる。 

 

 (2) 企画提案参加資格確認申請書の提出期限、提出場所及び提出方法 

  ア 提出書類 

    ①企画提案参加資格確認申請書（様式１） 

②過去５年度以内の高年齢者の就業支援業務及び高年齢者の働きやすい職場環境   

づくりに関する企業への支援業務に関する事業実績説明書（様式２） 

  イ 提出期限 

    令和８年３月１０日（火）午後５時まで（閉庁日を除く。） 

  ウ 提出場所 

    上記３の場所に同じ 

エ 提出方法 

 持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限ることとし、   

上記イの提出期限までに必着とすること。） 

 

 (3) 企画提案参加資格要件の審査 

 企画提案参加資格確認申請書を提出した者について、上記２の事項について審査

し、不適合と認められる者に対しては、令和８年３月１２日（木）までに「参加資格

不適合通知書」により結果を通知する。この通知を受けた者は、この企画提案に参加

することができない。 



 

 (4) 企画提案についての質問の受付及び回答 

ア 受付期間 

    本告示の日から令和８年３月１１日（水）まで（閉庁日を除く。）の午前９時    

から午後５時まで。 

イ 受付方法 

    「仕様等に関する質問・回答書」（様式３）をメールで上記３へ送信すること。 

    送信後は、必ず電話で宛先へ届いていることを確認すること。 

  ウ 回答方法 

 質問に対する回答は、岡山県産業労働部労働雇用政策課のホームページで行う。 

  エ その他 

 選考に関し、仕様書についての不知又は不明を理由として異議を申し立てること 

はできない。 

 

６ 企画提案詳細 

 (1) 企画提案事項 

   ア 業務に当たっての基本的な考え方（コンセプト）及びその実現方法（総論） 

イ 各業務の展開方策、具体的計画、目標数値及び目標数値達成に対する考え方 

ウ 業務の遂行に必要な体制 

 

(2) 企画提案書の提出  

ア 提出書類 

   ａ 企画提案書の提出について（様式４） 

   ｂ 企画提案書、その他企画提案内容を説明するために必要な書類 

     （様式は任意とし、Ａ４判とする。縦横自由。枚数制限なし。ページ番号を記

載すること。） 

   ｃ 経費見積書（様式５） 

     見積書の内訳は、項目ごとにできる限り詳細に記載すること。 

   ｄ 提出者の直前１事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれら    

に類する書類 

   ｅ 「団体案内」等、応募者の事業内容の概要がわかるもの 

   ｆ 県税納税証明書（岡山県税の滞納がないことの証明。令和８年１月１日以降     

に取得したもの） 

イ 提出部数 

上記６(2)アに掲げる提出書類のうちａ～ｃ：正本１部、副本３部 

    上記６(2)アに掲げる提出書類のうちｄ～ｆ：正本１部 

ウ 提出期限 

    令和８年３月１６日（月）午後５時まで 

エ 提出場所 

    上記３の場所に同じ 

オ 提出方法 

    持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限ることとし、   

上記ウの提出期限までに必着とすること。） 

 



 

 (3) 企画提案書の説明 

ア 説明日時（予定） 

    令和８年３月１９日（木）午後 

イ 説明会場 

    上記３の場所と同一の建物内又は近隣の場所 

ウ 説明時間 

    ２５分以内（時間の超過は認めない。）とする。このほか、質疑応答の時間を設 

ける。 

エ 説明者 

    ２人以内とする。 

※ 説明日時・会場等の詳細は、おって企画提案参加者に連絡する。 

 

７ 委託候補者の選定及び契約の締結等 

 (1) 委託候補者の選定 

   複数の選考委員で構成する審査会において、別に定める審査基準に基づき、上記６  

による書類等の内容により審査し、契約の相手方を選定する。 

 (2) 審査結果 

   審査後、速やかに書面により通知する。 

 (3) 契約の締結 

   委託候補者の決定後、提出された企画案を基本として当該事業者と岡山県との協議  

の上、詳細内容を決定し、契約書により契約を締結する。 

 (4) 契約保証金 

   岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５３条、第１５４条及び第 

  １５５条の規定による。 

 (5) 契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他法令に定める

ところによる。 

 

８ 不適格事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

 (1) 企画提案に参加する資格のない者及び上記５(2)イの期間までに所定の企画提案参  

加資格確認申請書を提出しなかった者が提案したとき。 

 (2) 提案書が、上記６(2)ウの提出期限を越えて提出されたとき。 

 (3) 積算内訳書が、仕様書の条件を満たさないとき。 

 (4) 提案書に不足又は虚偽の内容があったとき。 

 (5) 提案者が、上記２に定める企画提案に参加できる者の資格を喪失したとき。 

 (6) その他、提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 

 

９ その他 

 (1) 本件に関する事項について、電話又は口頭による問合せには応じない。 

 (2) 提出された提案書類等の追加及び修正は認めない。 

 (3) 提出する提案書は、企画提案参加者ごとに１案のみとする。 

 (4) 提案書の作成及び提案に関する説明（プレゼンテーション）に要する全ての費用は、 

参加者の負担とする。 



 (5) 提出された書類は、委託候補者の選定を行うのに必要な範囲内において複写するこ

とがある。 

  (6) 提出書類は返却しない。 

  (7) 審査経過については公表しない。 

  (8) 本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  (9) 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しな

ければならない。 

   なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので

留意すること。 

 (10) 契約締結に係る経費は、全て受託者の負担とする。 

(11) この企画提案に係る事業は、本県の令和８年度当初予算において予算措置された場

合にのみ事業化される停止条件付き事業であり、予算が成立しない場合には、この手

続きに係る一切について、いかなる効力も発生しない。 


